
伊 丹 市 更 生 訓 練 費 支 給 事 業 実 施 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 伊 丹 市 地 域 生 活 支 援 事 業 実 施 要 綱 第 ２ 条 第 １ 項

第 ７ 号 に 規 定 す る 更 生 訓 練 費 給 付 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い う 。 ） の

実 施 に 関 し ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。   

（ 事 業 の 内 容 ）  

第 ２ 条  本 事 業 は ， 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す

る た め の 法 律 (平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 )第

５ 条 第 １ ２ 項 に 規 定 す る 自 立 訓 練 (以 下 「 自 立 訓 練 」 と い う 。 )及 び

同 条 第 １ ３ 項 に 規 定 す る 就 労 移 行 支 援 （ 以 下 「 就 労 移 行 支 援 」 と い

う 。 ） に よ る 訓 練 を 受 け て い る 者 に 対 し ， 訓 練 等 に 必 要 な 費 用 （ 以

下 「 更 生 訓 練 費 」 と い う 。 ） の 支 給 を 行 う も の と す る 。  

（ 対 象 者 ）  

第 ３ 条  更 生 訓 練 費 の 支 給 の 対 象 者 は ， 伊 丹 市 に お い て 決 定 し た 次 の  

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 の う ち 市 長 が 決 定 し た 者 で あ っ て ， 障  

害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 令  

（ 平 成 １ ８ 年 政 令 第 １ ０ 号 ） 第 １ ７ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 該 当 す る 者 と  

す る 。  

⑴  法 第 １ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 介 護 給 付 費 等 の 支 給 決 定 を 受 け  

け た 者 で あ っ て ， 自 立 訓 練 又 は 就 労 移 行 支 援 を 受 け て い る 身 体 障  

害 者 ，知 的 障 害 者 ，精 神 障 害 者 又 は 難 病 等 に よ る 障 害 を 有 す る 者 。  

た だ し ， 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 の 利 用 に 係 る ， 就 労 移 行 支 援 事 業 所 で  

の ， 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法  

律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 ， 設 備 及 び 運 営  

に 関 す る 基 準  （ 平 成 １ ８ 年 厚 生 労 働 省 令 第 １ ７ １ 号 ）第 １ ８ ４ 条  

に 規 定 す る ア セ ス メ ン ト 期 間 は 対 象 外 と す る 。  

⑵  身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ８ ３ 号 ） 第 １ ８ 条 第 ２  

項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設 等 に 入 所 の 措 置 又  

は 入 所 の 措 置 を 委 託 さ れ た 者 で あ っ て ， 当 該 障 害 者 支 援 施 設 等 に  



お い て 自 立 訓 練 又 は 就 労 移 行 支 援 を 受 け て い る 者 。  

⑶  知 的 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 ３ ７ 号 ） 第 １ ６ 条 第 ２ 項  

の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設 等 に 入 所 の 措 置 又 は  

入 所 の 措 置 を 委 託 さ れ た 者 で あ っ て ， 当 該 障 害 者 支 援 施 設 等 に お  

い て 自 立 訓 練 又 は 就 労 移 行 支 援 を 受 け て い る 者 。  

（ 申 請 及 び 決 定 ）  

第 ４ 条  更 生 訓 練 費 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い  

う 。） は ， 伊 丹 市 更 生 訓 練 費 支 給 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ）， 障 害 福 祉 サ  

ー ビ ス 受 給 者 証 の 写 し 等 を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 内 容 を 審 査 の う え ，  

支 給 の 可 否 を 決 定 し ， 更 生 訓 練 費 支 給 決 定 （ 却 下 ） 通 知 書 （ 様 式 第  

２ 号 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 支 給 額 ）  

第 ５ 条  更 生 訓 練 費 の 支 給 額 は ， 別 表 の 額 と す る 。 な お ， 認 定 就 労 移  

行 支 援 事 業 所 と は 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す  

る た め の 法 律 に 基 づ く 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す  

る 基 準 （ 平 成 １ ８ 年 厚 生 労 働 省 令 第 １ ７ ４ 号 ） 第 ６ ３ 条 に 該 当 す る  

施 設 を い う 。  

（ 請 求 手 続 ）  

第 ６ 条  第 ４ 条 第 ２ 項 に よ り 支 給 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 支 給 対 象 者  

」 と い う ） は ， 原 則 と し て 既 に 訓 練 を 終 え た 月 分 に つ い て そ の 翌 月  

の １ ０ 日 ま で に ， 更 生 訓 練 費 支 給 請 求 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 当 該 訓 練  

を 実 施 し た 施 設 に よ り 作 成 し た ， 当 該 訓 練 を 受 け た 日 数 等 を 証 す る  

書 面 を 添 付 し て ， 市 長 に 請 求 す る も の と す る 。  

（ 支 給 方 法 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 支 給 対 象 者 の 申 請 に 基 づ き ， 毎 月 １ 回 ， 原 則 と し て  

既 に 訓 練 を 終 え た 月 分 の 更 生 訓 練 費 を ， 請 求 の あ っ た 月 の 翌 月 末 日  

ま で に 支 給 す る 。  

（ 変 更 の 届 出 ）  

第 ８ 条  支 給 対 象 者 は ， 申 請 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は ， 更 生 訓 練 費  



支 給 内 容 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り ， 速 や か に 市 長 に 届 け 出  

な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 に よ る 届 出 に お い て ， 第 ４ 条 第 ２ 項 に よ り 決 定 し た  

支 給 額 に 変 更 が あ っ た と き は ， 更 生 訓 練 費 支 給 変 更 決 定 通 知 書 （ 様  

式 第 ５ 号 ） に よ り 対 象 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 調 査 ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 更 生 訓 練 費 の 支 給 に つ い て 必 要 が あ る と き は ， 支 給  

対 象 者 （ 過 去 に 支 給 の 決 定 を 受 け て い た 者 を 含 む 。）， 支 給 決 定 者 の  

家 族 及 び 訓 練 を 受 け た 施 設 に 対 し ， 報 告 若 し く は 文 書 そ の 他 の 物 件  

の 提 出 若 し く は 提 示 を 命 じ 、 検 査 す る こ と が で き る 。  

（ 更 生 訓 練 費 の 返 還 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 更 生 訓 練 費 の 支 給 を  

受 け た 者 が あ る と き は ， そ の 者 か ら 当 該 更 生 訓 練 費 の 全 部 又 は 一 部  

を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 は 健 康 福 祉 部 長  

が 定 め る 。  

 

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 法 附 則 第 ３ ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 身  

体 障 害 者 福 祉 法 第 １ ７ 条 の １ ４ （ 同 法 第 １ ８ 条 の ２ 第 １ 項 に お い て  

準 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 更 生 訓 練 費 の 支 給 の 決 定  

を 受 け て い る 者 に つ い て は ， 当 該 更 生 訓 練 費 の 支 給 に 係 る 施 設 を 継  

続 し て 利 用 し て い る 場 合 に 限 り ， 平 成 ２ １ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で の 間 ， 

な お 従 前 の 例 に よ り 当 該 更 生 訓 練 費 を 支 給 す る も の と す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

別 表  訓 練 の た め の 経 費 （ 月 額 ）  

 

 

施 設 の 区 分  １ 月 に 訓 練 に 従 事 し た 日 数  

１ ５ 日 以 上  １ ５ 日 未 満  

就 労 移 行 支 援 を 行 う 施 設 （ 認 定 指 定 就 労

移 行 支 援 事 業 所 以 外 ）  

3 , 1 5 0円  1 , 6 0 0円  

就 労 移 行 支 援 を 行 う 施 設 （ 認 定 指 定 就 労

移 行 支 援 事 業 所 ）  

1 4 , 8 0 0円  7 , 4 0 0円  

自 立 訓 練 を 行 う 施 設  2 , 1 0 0円  1 , 0 5 0円  


